
大
空
　
林
　
伊
佐
雄

中
央
公
民
館
の
建
設
に
つ
い
て

進
捗
状
況
と
複
合
施
設
の
中
身
は

ネットワーク三芳　神田順子

農業振興と緑（ヤマ）の保全

スマート Ｃフルインター化

＊質問順に掲載しています＊

町政を問う ８

三芳中学校隣の中央公民館建設予定地

特別栽培（有機）推進事業を利用している畑

問
　
中
央
公
民
館
は
、
開
館
か
ら

42
年
た
ち
、
建
設
に
向
け
て
用
地

買
収
が
済
ん
で
い
る
。
第
４
次
総

合
振
興
計
画
で
は
、
健
康
・
福
祉
・

生
涯
学
習
の
複
合
施
設
と
し
て
建

て
替
え
が
急
が
れ
て
い
る
が
、
進

捗
状
況
は
。

答
　
町
長
　
平
成
13
年
か
ら
︵
仮
︶

中
央
公
民
館
複
合
施
設
建
設
計
画

等
検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て

３
ヵ
年
調
査
が
な
さ
れ
た
が
、
途

中
、
市
街
化
調
整
区
域
の
建
築
形

態
の
変
更
が
あ
り
、
容
積
率
、
建
ぺ

い
率
の
問
題
で
、
当
初
考
え
ら
れ

た
複
合
施
設
と
し
て
は
現
段
階
で

は
難
し
い
。
用
地
買
収
も
含
め
、
複

合
の
中
身
を
検
討
し
て
考
え
て
い

き
た
い
。

◆
教
育
再
生
に
つ
い
て

問
　
教
育
基
本
法
改
正
を
受
け
、

新
た
に
国
を
愛
す
る
態
度
を
養
う

こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
ど

う
教
え
る
か
。

答
　
教
育
長
　
三
芳
や
埼

玉
を
愛
す
る
よ
う
に
、
次

は
国
を
愛
す
る
こ
と
は
自

然
な
心
情
で
大
切
だ
。

問
　
基
礎
学
力
向
上
の
た

め
の
具
体
的
指
導
方
法
、

改
善
策
は
。

答
　
学
校
教
育
課
長
　
授

業
中
に
そ
れ
ぞ
れ
創
意
工

夫
し
て
い
る
。
朝
自
習
や

朝
読
書
、
夏
休
み
に
は
学

年
・
学
級
単
位
で
基
礎
的

学
習
を
実
施
し
て
い
る
。

問
　
規
範
意
識
の
醸
成
は
。

答
　
学
校
教
育
課
長
　
年

間
計
画
に
基
づ
き
、
児
童

生
徒
の
状
況
に
応
じ
た
内
容
を
展

開
し
て
い
る
。
例
え
ば
保
育
所
で

赤
ち
ゃ
ん
ふ
れ
あ
い
体
験
等
を
通

し
て
、
規
範
意
識
の
根
幹
で
あ
る

豊
か
な
心
を
は
ぐ
く
ん
で
い
る
。

問
　
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン
の
実

施
は
。

答
　
生
涯
学
習
課
長
　
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
、
地
域
の
方
の
協
力
を
得

て
安
全
管
理
、
教
室
の
確
保
等
の

問
題
を
解
決
し
、
実
施
し
た
い
。

そ
の
他
の
質
問
　

教
育
振
興
基

本
計
画
　

学
力
の
現
状
　

授

業
時
間
数
の
実
態
　

宗
教
・
神

話
教
育
に
つ
い
て

問
　
特
別
栽
培
︵
有
機
︶
推
進
事
業

予
算
が
、
大
幅
に
増
額
さ
れ
た
。
今

年
度
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

答
　
産
業
振
興
課
長
　
５
月
に
農

家
組
合
経
由
で
、
こ
の

事
業
を
周
知
し
て
い

る
。
減
化
学
肥
料
、
減
農

薬
推
進
の
た
め
の
、
有

機
肥
料
ブ
レ
ン
ド
剤

︵
米
ぬ
か
・
油
粕
等
︶
が

事
業
費
の
約
85
％
を
占

め
る
。

問
　
増
額
は
町
長
判
断

で
、
農
家
組
合
の
要
望

も
高
い
と
の
こ
と
だ
が
、

消
費
者
に
﹁
特
別
栽
培

農
産
物
﹂
と
知
ら
せ
る

こ
と
も
大
切
と
思
う
。

表
示
を
め
ざ
し
て
い
る

か
。

答
　
町
長
　
減
農
薬
や

地
力
を
上
げ
る
こ
と
が
、
消
費
者

に
も
や
さ
し
い
助
成
と
な
る
。
地

力
向
上
に
よ
り
、
い
ず
れ
土
壌
燻

蒸
剤
を
使
わ
ず
に
す
め
ば
と
い
う

思
い
も
あ
る
。
﹁
特
別
栽
培
農
産

物
﹂
表
示
に
関
し
て
は
、
い
ま
は
、

そ
こ
に
至
る
過
程
の
一
つ
と
理
解

し
て
ほ
し
い
。

問
　
三
芳
町
の
ヤ
マ
︵
平
地
林
︶

は
、
萱
場
に
木
を
植
え
、
落
ち
葉
を

堆
肥
に
生
か
し
て
新
田
開
発
し
た

歴
史
あ
る
所
で
、
残
す
こ
と
は
一

致
し
て
い
る
。
萌
芽
更
新
等
を
管

理
で
き
る
人
材
育
成
が
必
要
で
は
。

答
　
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
長
　
県

に
市
民
管
理
制
度
が
あ
る
。
理
解

で
き
る
が
、
萌
芽
更
新
し
た
と
き

の
幹
︵
伐
採
木
︶
を
ど
う
す
る
か
な

ど
、
根
本
の
循
環
を
考
え
る
必
要

が
あ
る
。

問
　
町
の
﹁
緑
ぬ
く
も
り
基
金
﹂
へ

の
寄
附
は
控
除
対
象
に
な
る
か
。

答
　
税
務
課
長
　
所
得
控
除
の
対

象
に
な
る
。

◆
ス
マ
ー
ト

Ｃ
周
辺
道
路

問
　
現
在
も
通
行
が
増
え
、
小
型

車
の
生
活
道
路
へ
の
影
響
が
大
き

い
。
周
辺
道
路
の
整
備
計
画
は
。

答
　
道
路
下
水
道
課
長
　
歩
道
分

離
を
考
え
て
い
る
。

◆
投
票
所
に
つ
い
て

問
　
増
設
、
電
子
投
票
導
入
は
。

答
　
総
務
課
長
　
コ
ス
ト
増
と
な

る
。
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
、
今
後
検

討
し
て
い
く
。

日
本
共
産
党
　
杉
本
し
げ

　
歴
史
の
逆
行
許
さ
ず
一
人
ひ
と
り
の

　
子
ど
も
が
大
切
に
さ
れ
る
教
育
を

来年４月、年金から天引きの

「後期高齢者医療制度」は問題

資格証明書の発行や制裁措置はやめるべき

日本共産党　吉村美津子

＊質問順に掲載しています＊

町政を問う９

後期高齢者パンフレット

点滅信号

問
　
国
会
で
審
議
中
の
教

育
三
法
案
に
つ
い
て
、
全

日
本
教
職
員
組
合
委
員
長

は
﹁
三
法
案
は
相
互
に
影

響
し
合
っ
て
、
子
ど
も
の

成
長
・
発
達
を
助
け
る
と

い
う
教
育
の
目
的
を
﹃
愛

国
心
﹄
や
﹃
規
範
意
識
﹄
を

押
し
つ
け
る
も
の
へ
と
変

質
さ
せ
、
従
わ
な
い
教
員

は
免
許
を
奪
っ
て
失
職
さ

せ
る
な
ど
、
教
育
の
国
家

支
配
・
統
制
を
目
指
す
も

の
だ
﹂
と
批
判
し
、
法
案

の
廃
案
を
強
く
求
め
た

が
、
見
解
と
今
後
の
対
応

は
。

答
　
教
育
長
　
新
教
育
基

本
法
に
基
づ
き
、
教
育
の
目
標
を

よ
り
具
体
的
に
し
た
も
の
。
教
員

免
許
制
度
に
つ
い
て
は
、
時
代
に

求
め
ら
れ
る
教
員
の
資
質
向
上
は

大
事
な
こ
と
で
あ
る
。
21
世
紀
を

切
り
拓
く
、
心
豊
か
で
た
く
ま
し

い
日
本
人
の
育
成
を
目
指
し
指
導

す
る
。

◆
靖
国
Ｄ
Ｖ
Ｄ
使
用
し
な
い
で

問
　
日
本
の
侵
略
戦
争
を
﹁
自
衛
・

ア
ジ
ア
解
放
の
た
め
の
戦
争
﹂

だ
っ
た
、
と
肯
定
・
美
化
す
る
日
本

青
年
会
議
所
作
成
の
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
Ｄ
Ｖ
Ｄ
﹁
誇
り
﹂
を
教
材
に

し
た
教
育
授
業
が
、
全
国
の
学
校

な
ど
で
実
行
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

る
。﹁
60
年
前
の
戦
争
が
正
義
に
反

す
る
侵
略
戦
争
で
あ
っ
た
﹂
と
い

う
認
識
は
、
戦
後
の
国
際
政
治
の

出
発
点
だ
。
教
材
と
し
て
使
用
し

な
い
よ
う
求
め
る
が
。

答
　
学
校
教
育
課
長
　
こ
の
Ｄ
Ｖ

Ｄ
に
つ
い
て
の
論
評
は
控
え
る
。

教
育
内
容
の
充
実
を
図
る
上
で
有

効
・
適
切
な
教
材
か
判
断
し
、
見
極

め
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
。

◆
点
滅
式
信
号
の
改
善
を

問
　
改
善
に
は
北
永
井
２
区
集
会

所
方
面
の
道
路
の
一
部
拡
幅
が
必

要
と
の
こ
と
だ
が
、
地
権
者
交
渉

の
状
況
と
今
後
の
対
応
は
。

答
　
道
路
下
水
道
課
長
　
努
力
し

て
い
る
が
厳
し
い
。
バ
ス
通
り
線

に
歩
道
が
完
成
す
る
が
、
信
号
を

避
け
て
横
断
歩
道
を
検
討
す
る
。

問
　
国
は
、
来
年
４
月
よ
り
﹁
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
﹂
を
つ
く
り
、
75

歳
以
上
の
す
べ
て
の
人
か
ら
医
療
保

険
料
を
徴
収
し
、
１
万
５
、
０
０
０

円
以
上
の
年
金
受
給
者

か
ら
﹁
天
引
き
﹂
を
決

め
た
。

　
厚
労
省
は
、
医
療
保

険
料
を
平
均
月
６
、
２

０
０
円
と
し
て
お
り
、

介
護
保
険
料
と
合
わ

せ
る
と
月
１
万
円
以

上
の
天
引
き
と
な
る
。

　
わ
ず
か
な
年
金
か

ら
の
天
引
き
そ
の
も

の
が
、
憲
法
25
条
で
保

障
さ
れ
た
生
存
権
を

破
壊
し
、
生
活
を
脅
か

す
も
の
で
あ
る
。

　
町
は
、
住
民
の
立
場

に
立
っ
た
相
談
窓
口

を
設
け
る
べ
き
で
は
。
ま
た
、
住
民

の
と
こ
ろ
へ
出
向
い
て
の
相
談
対

応
も
す
べ
き
で
は
。

答
　
高
齢
者
支
援
課
長
　
で
き
る

限
り
の
対
応
を
行
っ
て
い
く
。

問
　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、

保
険
料
が
２
年
ご
と
に
改
定
さ
れ

る
。﹁
保
険
料
の
値
上
げ
﹂
か
﹁
医

療
内
容
の
切
り
下
げ
﹂
か
、
ど
ち
ら

を
と
っ
て
も
痛
み
ば
か
り
の
選
択

と
な
っ
て
い
る
。
高
齢
者
に
負
担

を
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。
国
の

公
費
負
担
を
元
に
戻
す
か
、
一
般

会
計
か
ら
の
繰
り
入
れ
も
視
野
に

お
く
べ
き
。
窓
口
で
医
療
費
を
全

額
支
払
う
資
格
証
明
書
発
行
も
問

題
だ
。
資
格
証
明
書
の
発
行
や
制

裁
措
置
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
が
、

ど
う
か
。

答
　
高
齢
者
支
援
課
長
　
資
格
証

明
書
の
発
行
等
は
、
滞
納
等
の
相

談
に
よ
り
対
応
し
て
い
き
た
い
。

問
　
減
免
制
度
を
創
設
す
べ
き
で

は
。

答
　
高
齢
者
支
援
課
長
　
広
域
連

合
へ
働
き
か
け
て
い
き
た
い
。

◆
65
歳
〜
74
歳
に
医
療
費
　
　

助
成
を

問
　
国
は
、
高
齢
者
の
窓
口
払
い

の
負
担
を
引
き
上
げ
て
い
る
。
町

は
医
療
費
助
成
を
行
う
べ
き
で
は
。

答
　
町
長
　
医
療
費
な
ど
の
試
算

後
、
検
討
課
題
と
し
た
い
。

そ
の
他
の
質
問
　
三
芳
Ｐ
Ａ
の
イ

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
へ
の
大
型
車
の

通
過
に
関
す
る
、
地
域
住
民
の
意

見
聴
取
に
つ
い
て



日
本
共
産
党
　
光
下
重
之

　
国
保
税
増
税
は
や
め
、
国
保
法
に

　
基
づ
き
資
格
証
中
止
を
！

　
本
来
で
あ
れ
ば
、
数
十
年
に
一
度
と
い
う
レ
ベ
ル
の
異
常
気
象

が
こ
の
と
こ
ろ
頻
発
し
て
い
る
。
温
帯
低
気
圧
が
台
風
並
み
に
猛

威
を
ふ
る
い
、
そ
れ
に
伴
う
洪
水
や
土
砂
災
害
、
さ
ら
に
は
集
中

豪
雨
や
竜
巻
の
頻
発
な
ど
に
よ
り
、
多
く
の
人
命
が
失
わ
れ
、
家

屋
や
公
共
施
設
、
農
作
物
に
も
甚
大
な
被
害
が
も
た
ら
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
海
岸
浸
食
の
進
行
や
夏
の
猛
暑
も
例
年
化
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
異
常
気
象
や
猛
暑
は
、
地
球
温
暖
化
に
よ
る
疑
い
が
濃

厚
で
あ
る
と
多
く
の
識
者
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
環
境
立
国
を
め
ざ
す
日
本
は
、
海
岸
保

全
や
防
災
の
た
め
の
施
策
は
も
ち
ろ
ん
、
確
実
に
地
球
環
境
を
蝕

ん
で
い
る
地
球
温
暖
化
を
防
止
す
る
た
め
の
抜
本
的
な
施
策
を
講

ず
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
観
点
か
ら
次
の
事
項
に
つ
い
て
政
府

に
強
く
要
望
す
る
。

 

一
、
集
中
豪
雨
等
に
よ
る
災
害
に
強
い
堤
防
や
道
路
等
の
基
盤
整

備
、
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
と
、
海
岸
浸
食
対
策
を
積
極
的
に
進

め
る
こ
と
。

二
、
集
中
豪
雨
や
竜
巻
等
の
局
地
予
報
体
制
の
充
実
の
た
め
に
、

集
中
豪
雨
や
竜
巻
発
生
の
短
時
間
予
測
が
可
能
な
ド
ッ
プ
ラ
ー

レ
ー
ダ
ー
を
計
画
中
の
と
こ
ろ
以
外
に
も
増
や
す
と
同
時
に
、

緊
急
避
難
が
無
事
で
き
る
よ
う
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
。

三
、
学
校
施
設
や
事
業
所
等
の
屋
上
緑
化
、
壁
面
緑
化
︵
緑
の
カ
ー

テ
ン
︶
の
ほ
か
、
環
境
に
優
し
い
エ
コ
ス
ク
ー
ル
の
推
進
、
自

然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
を
組
み
合
わ
せ
て
教
室
や
図
書
館
等
へ

の
扇
風
機
や
ク
ー
ラ
ー
等
の
導
入
を
図
る
こ
と
な
ど
を
、
積
極

的
に
進
め
る
こ
と
。

四
、
森
林
資
源
な
ど
の
バ
イ
オ
マ
ス
や
太
陽
光
、
風
力
、
小
水
力

な
ど
の
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
積
極
的
利
用
を
進
め
る
と
と
も

に
、
バ
イ
オ
マ
ス
タ
ウ
ン
の
拡
大
や
関
係
の
法
改
正
等
に
取
り

組
む
こ
と
。

五
、
今
国
会
で
成
立
し
た
﹁
環
境
配
慮
契
約
法
﹂
を
実
効
性
の
あ

る
も
の
と
す
る
た
め
、
ま
ず
国
・
政
府
が
率
先
し
て
温
室
効
果

ガ
ス
等
の
排
出
の
削
減
に
配
慮
し
た
契
約
の
推
進
を
積
極
的
に

行
う
こ
と
。

提
出
先
　
内
閣
総
理
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
文

部
科
学
大
臣
、
環
境
大
臣

町政を問う 10

国民健康保険パンフレット

問
　
国
民
健
康
保
険
税
は
、
同
じ

所
得
で
の
他
の
保
険
料
と
の
比
較

で
は
、
国
保
11
・
５
％
、
組
合
健
保

６
・
１
％
〜
６
・
５
％
、
政
管
健
保

６
・
７
％
と
、
１
・
８
倍
の
負
担
感

が
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。

答
　
住
民
課
長
　
所
得
に
対
す
る

国
保
税
の
負
担
割
合
は
10
％
〜
11

％
で
あ
り
、
他
の
医
療
保
険
が
事

業
主
負
担
が
あ
る
の
に
対
し
、
国
保

の
場
合
は
な
い
の
で
、
そ
れ
が
負

担
を
重
く
し
て
い
る
と
考
え
る
。

問
　
相
次
ぐ
増
税
、
社
会
保
障
の

負
担
増
な
ど
で
、
み
ん
な
困
っ
て

い
る
の
が
実
態
だ
。

　
こ
の
よ
う
な
と
き
、
町
民
の
暮

ら
し
を
守
る
立
場
で
、
国
保
税
の

増
税
を
し
な
い
と
い
う
立
場
に

立
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
が
ど
う
か
。

答
　
町
長
　
安
易
な
値
上
げ
を
す

る
考
え
は
な
い
。
な
ぜ
収
納

率
が
上
が
ら
な
い
の
か
な
ど

を
見
極
め
、
ま
た
協
議
会
と

い
う
ア
ド
バ
イ
ス
の
機
関
に

も
検
討
し
て
も
ら
い
、
そ
れ

ら
を
も
と
に
考
え
た
い
。

問
　
憲
法
25
条
の
生
存
権
や
、

町
民
の
暮
ら
し
が
一
番
の
立

場
で
考
え
て
ほ
し
い
と
思
う

が
ど
う
か
。

答
　
町
長
　
暮
ら
し
を
守
る

こ
と
が
最
大
の
課
題
と
自
覚

し
て
い
る
。

問
　
７
、
５
４
３
世
帯
の
う

ち
、
12
・
12
％
滞
納
が
あ
り
、

そ
の
中
で
１
４
１
世
帯
に
資

格
証
明
書
を
出
し
て
い
る
。

資
格
証
の
世
帯
の
受
診
率
を

そ
の
他
と
比
べ
る
と
８
分
の

１
で
あ
り
、
負
担
が
重
く
の
し
か

か
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
新
聞

報
道
で
も
、
21
人
が
手
遅
れ
で
死

亡
し
た
と
あ
る
。
国
民
健
康
保
険

法
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
国
民
皆
保

険
の
立
場
で
、
資
格
証
発
行
の
中

止
を
す
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。

答
　
住
民
課
長
　
機
械
的
に
出
し

て
は
い
な
い
。
接
触
の
機
会
が
つ

か
め
ず
、
納
税
相
談
の
機
会
を
得

る
た
め
の
措
置
で
も
あ
り
、
何
ら

か
の
形
で
連
絡
が
ほ
し
い
。

そ
の
他
の
質
問
　
学
習
障
が
い
な

ど
の
教
育
問
題
に
つ
い
て
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【請願の趣旨】

　昨年末以来、旧みふじ幼稚園等跡地に（株）リブラン

によって進められている高層・大型マンション計画を

巡って、近隣住民との間で紛争が続いています。

　この建設計画の本質的な問題点は、15 階建て・45

ｍ弱の高さに起因するものです。これは景観を阻害し、

周辺住宅群とは著しく調和を欠くばかりでなく、日照

障害・風害・電波障害・圧迫感・プライバシー保全へ

の不安等々、周辺住民の生活環境に甚大な悪影響を及

ぼすものです。近隣住民は、計画の変更を求めて（株）

リブランと話し合いを重ね、三芳町当局に対しても行

政指導を要請して、3,300 余名の署名簿を添えて 2 度

にわたる陳情を行ってきましたが、いまだ問題解決に

至っておりません。

　現在、三芳町では、「第１種低層住宅専用地域」以外

の用途地域においては、建物の高さにまったく制限が

設けられていません。今後ますます建設業者によって

無秩序な乱開発が進められ、三芳町のこれまで守られ

てきた町並みや景観、住みよい環境が破壊されること

も心配されます。

＊請願書・陳情書（要望書）の出し方＊

※件名、趣旨を分かりやすく書いてください。

※提出年月日、請願者（代表者）の住所、氏名を記載

して押印してください

※請願人が多数の時は、署名簿に住所、氏名を記入の

上押印し、署名する方が、何について請願し、どこ

に提出するのかが分かるよう、署名簿を切り離さず

に提出してください。

※請願内容について、意見書を提出する場合は意見書

案を添付してください。

　請願とは、皆さんが町政（身近なこと等）について、直接町議

会に要望できる制度です。請願には必ず議員の紹介が必要です。

　請願は、随時受け付けておりますが、その審査については、議

会の定例会（3 月、6 月、9 月、12 月）に行います。

　定例会の開催予定日の概ね３日前までに議会運営委員会が開催

されますので、その前々日までに受理した請願は、その定例会で

審査します。なお、議会運営委員会開催後受理した請願について

は、次の定例会で審査します。

請願の提出

　所定の様式（紹介議員や内容など記

載した書式）を整えてから議会事務

局に直接持参するか、紹介議員を

通じて提出してください。

　書式は、特に定まっていません

が「三芳町議会」では右のような

形でお願いしています。

陳情書 (要望書) の提出

　書式は、特に定めてい

ませんが、右の書式例を

参考に作成してください。

提出は、議会事務局に直

接持参するか、郵送でも

結構です。

建築物の高さ規制を行うための

条例制定等を求めます
請　願　者：大泉佐之雄 ほか５名

紹介議員：久保俊和・横田英明・光下重之

　　　　　板垣　清・山口正史・神田順子

　既に近隣の和光市・新座市では、建物の高さ規制の

条例づくりが実行され、また志木市・富士見市・ふじ

み野市などは、埼玉県景観条例に基づき大規模基準適

用区域の指定を拡大するなど、景観保全のために積極

的な施策がとられております。こうした動向は、いま

や全国各地の自治体で進められているものです。

　三芳町も一日も早く、こうした対策に取り組み、ま

ちづくりの基本理念として掲げられてきた「みんなが

つくる　みどり　いきいき　ぬくもりのまち」が、絵

に描いた餅に終わらぬよう力を尽くす必要があるので

はないでしょうか。

　以上の点に鑑みて、三芳町においても、早急に条例

制定等を実現するよう要望いたします。

審議　　　結果

　総務建設常任委員会に付託審議の結果、早急に条

例制定し、行政が指導できることが望ましいという

観点から、委員全員の賛成で採択。その後、本会議

において 全会一致により採択 となりました。

みんなの請願11


	8-9
	10-11

